
1．社会的認知度の向上、早期発見・把握

全体評価 A

予算額 対象者 スケジュール 実績見込 予算執行額 対象者
スケジュール

（実施日等）

実施内容

（参加人数等）

1 大阪府人権相談窓口の運営

さまざまな人権問題に関する相談を受ける「大阪府人権相談窓口」において、ヤ

ングケアラーに関する相談も受け付け、その問題に応じた情報提供や適切な相談

機関の紹介などを実施。

43,289千円の一

部

大阪府在住・在

学・在勤者

月～金、第４日曜

10：00～16：00

木・金（※LINE相談の

み）

18：00～22：00

年間相談目標件数

延べ3,500件

※ヤングケアラーに関する

相談件数は集計していな

いため、不明

42,973の一部
大阪府在住・在学・在

勤者

月～金、第４日曜

10：00～16：00

木・金（※LINE相談のみ）

18：00～22：00

令和7年度相談件数

（延べ件数）1,627

件

※ヤングケアラーに関す

る相談実績は集計して

いないため不明

〇 府民文化部 人権局人権擁護課

2

「女性のためのコミュニティス

ペース」支援スタッフ向け研修

の実施

ドーンセンターに設置している「女性のためのコミュニティスペース」において、ヤングケ

アラーが背景にある相談に適切に対応できるよう、支援スタッフに対し、地域福祉

課の講師派遣を活用した研修を実施。

14,157千円の一

部

女性のためのコミュ

ニティスペース支援

スタッフ

11月17日 １回・20人 14,157千円の一部

女性のためのコミュニ

ティスペース支援スタッ

フ

11月17日 14人 〇 府民文化部
男女参画・府民協

働課

3
コミュニティソーシャルワーカー

（CSW）への周知

大阪府社会福祉協議会主催の「地域福祉コーディネーターのための基礎研修」

において、ヤングケアラーに関する基礎知識を周知。
－

CSW等の地域福

祉に関わるコーディ

ネーター

令和7年7月 約50名 －
CSW等の地域福祉に

関わるコーディネーター
令和7年7月11日 約70名 〇 福祉部

地域福祉推進室

地域福祉課

4 研修の実施

市町村担当者やSSW,民間支援団体等を対象とし、市町村独自でヤングケア

ラー支援に関する研修を行うためのノウハウ等を伝える研修を実施するとともに、本

府が主催する福祉専門職等に対する研修や説明会等において研修を実施し、

認知度向上を図る。

6,398千円の一

部

市町村職員等、

福祉専門職等
通年 12回 6,398千円の一部

市町村職員等、福祉

専門職等
通年

市町村職員等：1回

福祉専門職等：11

回

〇 福祉部
子ども家庭局青少年

支援課

5
ポスター・リーフレット等による

啓発

ヤングケアラーの社会的認知度の向上及びヤングケアラー支援の機運醸成を図る

ため、ポスターの掲示、リーフレットの配布等による啓発を実施する。

6,398千円の一

部
府民等 通年 ー 6,398千円の一部 府民等 通年

OsakaMetro駅構

内、庁舎等でのポス

ター掲示等

〇 福祉部
子ども家庭局青少年

支援課

6
民生委員・児童委員向け研

修の実施

民生委員・児童委員向け研修において、ヤングケアラーをテーマにした研修を実施

する。

6,211千円の一

部

中堅民生委員児

童委員
R7年10月 150名 6,211千円の一部

中堅民生委員児童委

員

令和7年10月6日

令和7年10月20日
103名 〇 福祉部

地域福祉推進室

地域福祉課

7
障がい支援区分認定調査員

研修の実施

障がい支援区分の認定調査員に対する研修の一部に、ヤングケアラーに関する

内容を盛り込んで研修を実施。
452千円

今年度から新たに

認定調査員に就

任した（する予定

の）者（市町村

職員・認定調査業

務を委託された指

定一般相談支援

事業者等）等

・第１回：令和７年6月

13日から7月4日

・第２回：12月を予定

参加者300人程度 255千円

今年度から新たに認定

調査員に就任した（す

る予定の）者（市町

村職員・認定調査業

務を委託された指定一

般相談支援事業者

等）等

・第１回：令和７年６月13

日から６月30日

・第２回：令和７年12月１

日から12月22日

参加者240名 〇 福祉部
障がい福祉室

障がい福祉企画課

8
障がい福祉相談窓口を通じた

支援

基幹相談支援センターや障がい福祉に関する市町村相談窓口において、ヤング

ケアラーが背景にある相談を受けた際、障がい福祉サービスも含め関係機関など

必要なサービスへつなぎを実施。

ー ー 随時 ー ー ー 随時 ー 〇 福祉部

障がい福祉室

障がい福祉企画課・

地域生活支援課

9 地域の見守り機能の強化

自立支援協議会、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム、基幹相談支

援センター等の既存ネットワークにおいてヤングケアラーに関する基礎知識を周知

し、地域のヤングケアラーの発見感度を向上。

－ ー 随時 ー － ー 随時 ー 〇 福祉部

障がい福祉室

障がい福祉企画課・

地域生活支援課・

生活基盤推進課

10
障がい者虐待防止・権利擁

護研修の実施

市町村職員を対象とする研修プログラムにおいて、障がい者虐待への対応等にお

ける気づきの観点で、ヤングケアラーに関する情報提供を実施。
418千円

市町村の障がい者

虐待対応担当職

員

R7年8月18日～9月19

日
90人 57千円

市町村の障がい者虐

待対応担当職員
R7年8月18日～9月19日 91人 〇 福祉部

障がい福祉室

障がい福祉企画課

11
障がい者虐待防止・権利擁

護研修の実施

障がい福祉サービス事業所等を対象とする研修プログラムにおいて、障がい者虐

待への対応等における気づきの観点で、ヤングケアラーに関する情報提供を実

施。

1,756千円
障がい福祉サービ

ス事業所等

R7年10月27日～12月

19日(予定)
1,500人 956千円

障がい福祉サービス事

業所等

R7年10月27日～12月19

日
1,329人 〇 福祉部

障がい福祉室

障がい福祉企画課

12 相談支援従事者研修の実施
府職員等が担当する講義において、ヤングケアラーに関する情報提供を実施。

（指定研修）
ー

相談支援従事者

等（初任者・現任

者）

①初任者研修

（5・6・9・10・11・2月）

②現任研修

（6・12月）

WEB講義

（3,534人）
ー

相談支援従事者等

（初任者・現任者）

①初任者研修

（5・6・9・10・11・2月）

②現任研修

（6・12月）

WEB講義

（3,135人）
〇 福祉部

障がい福祉室

地域生活支援課

13
サービス管理責任者等研修の

実施

府職員が担当する講義において、ヤングケアラーに関する情報提供を実施。（指

定研修）
ー

サービス管理責任

者等実践研修・更

新研修受講者

①実践研修

（６月・10月・１月）

②更新研修

（11月・１月）

WEB講義

（3,728人）
ー

サービス管理責任者等

研修実践研修・更新

研修受講者

①実践研修

（６月・10月・１月）

②更新研修

（11月・１月）

WEB講義

（2,506人）
〇 福祉部

障がい福祉室

地域生活支援課

項目名 具体的取組内容

R7調査時回答

担当部局 担当室課

実績報告 評価理由

（△・×の場合のみ記

入）

自己評価

（〇・△・×）

自己評価の基準

〇：達成（事業・取組の目的や効果が達成できたもの）

△：一部達成（事業・取組の目的や効果の一部が達成できたもの）

×：達成できず（計画していた事業・取組が実施できなかった場合など）



予算額 対象者 スケジュール 実績見込 予算執行額 対象者
スケジュール

（実施日等）

実施内容

（参加人数等）

項目名 具体的取組内容

R7調査時回答

担当部局 担当室課

実績報告 評価理由

（△・×の場合のみ記

入）

自己評価

（〇・△・×）

14

大阪府居宅介護職員初任者

（障がい者ホームヘルパー知

識習得）研修

府職員が担当する講義において、ヤングケアラーに関する情報提供を実施。 ー

居宅介護従業者

（障がい者ホーム

ヘルパー）としての

従事予定者

令和7年7月22日 １回39人 ー

居宅介護従業者（障

がい者ホームヘル

パー）としての従事予

定者

令和7年7月22日 対面講義（29人） 〇 福祉部
障がい福祉室

地域生活支援課

15
令和7年度権利擁護研修の

実施
令和7年度権利擁護研修において、ヤングケアラーに関する研修を実施予定。 －

障がい者自立セン

ターに新任・転入し

てきた職員

令和7年12月(予定) 約10名 ー

障がい者自立センター

に新任・転入してきた

職員

令和７年12月15日～26日
オンライン動画視聴

9名
〇 福祉部

障がい者自立セン

ター

16

障がい者総合支援制度等に

おける指定事業者等集団指

導

指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい児支援事業者へ資料にて周知。 ー

指定障がい福祉

サービス事業者・

指定障がい児支

援指定事業者

令和7年7月～令和7年8

月
2905事業所 162,800

指定障がい福祉サービ

ス事業者・指定障がい

児支援指定事業者

令和7年7月～令和7年8月 1891事業所 〇 福祉部
障がい福祉室

生活基盤推進課

17
ヤングケアラーへの対応に関す

る介護保険制度の周知

ヤングケアラーへの対応に関し、介護保険制度上留意すべき事項等が国から示さ

れた際、府内各保険者に周知。
－ 府内保険者 随時 － ー ー ー ー ×

府内各保険者に周知

すべき事項等が国から

特に示されなかったた

め。

福祉部
高齢介護室

介護支援課

18 地域ケア会議等充実・研修
地域ケア会議等充実・研修（R8.1月に予定）にて市町村職員や地域包括支

援センター職員へ周知
既存予算対応

市町村職員

地域包括支援セン

ター職員

令和8年1月

（予定）
100名程度 239,450円

市町村職員、地域包括支

援センター職員（②はケア

ラー支援に関心のある企業・

団体・個人の方も対象）

➀令和7年12月15日

（月）

②令和8年2月24日（火）

①115名

②106名参加

(①②ともにオンライン

参加者含む)

〇 福祉部
高齢介護室

介護支援課

19
地域包括支援センターを通じ

た支援

地域包括支援センターにおいて、ヤングケアラーが背景にある相談を受けた際、介

護保険サービス、行政機関や児童相談所など必要なサービスへのつなぎを実施。
－ 高齢者等 随時 － ー 高齢者等 随時 83件 〇 福祉部

高齢介護室

介護支援課

20
介護支援専門員法定研修の

実施

介護支援専門員を対象とした法定研修において、ヤングケアラーに関する事項の

周知。
ー 介護支援専門員

令和7年6月～

令和8年3月頃
約7,000人 - 介護支援専門員

令和７年６月～令和８年３

月
約6,000人 〇 福祉部

高齢介護室

介護事業者課

21
指定居宅サービス事業者等

集団指導
大阪府所管指定居宅サービス事業者等を対象に、動画配信形式にて周知。 ー

大阪府所管指定

居宅サービス事業

者等

令和7年6月～ 約850事業所 - 居宅サービス事業者
令和７年６月～令和８年３

月
821事業所 〇 福祉部

高齢介護室

介護事業者課

22
大阪府子ども・若者支援地域

協議会

社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対する支援を効果的

かつ円滑に実施することを目的として意見交換・情報交換を行う会議。今年度も

ヤングケアラー支援の取組みについて、庁内関係課から説明予定。

326千円

大阪府子ども・若

者支援地域協議

会庁内構成課

R7.秋以降 1回、18名 212千円

大阪府子ども・若者支

援地域協議会庁内構

成課

令和7年11月 21名 〇 福祉部
子ども家庭局青少年

支援課

23
放課後児童支援員等資質向

上研修の実施
放課後児童支援員等資質向上研修において、ヤングケアラーについて周知。 0

放課後児童支援

員等
令和7年12月（予定） 参加者500人（予定） 0 放課後児童支援員等 令和8年2月9日 438人 〇 福祉部

子ども家庭局子育て

支援課

24
保育所等職員へのヤングケア

ラーに関する情報の周知
保育担当職員等向け研修において、ヤングケアラーについて周知 0

保育所、認定こど

も園等の保育士、

自治体職員等

9/19,10/27,11/6,11/

20
計480名 0

保育所、認定こども園

等の保育士、自治体

職員等

9/19、10/27、11/6、

11/20
326名 〇 福祉部

子ども家庭局子育て

支援課

25
地域福祉コーディネーター向け

基礎研修の実施

大阪社会福祉協議会より講師依頼のあった地域福祉コーディネーターのための基

礎研修において、ヤングケアラーに関する内容を盛り込み、理解促進・普及啓発

等を実施。

－
地域福祉コーディ

ネーター
R7.7.11 － －

地域福祉コーディネー

ターのための基礎研修

受講者

R7.7.11 － 〇 福祉部
子ども家庭局家庭支

援課

26

要保護児童対策地域協議会

調整機関の調整担当者研修

兼 大阪府市町村児童家庭

相談担当者スキルアップ研修

の実施

要保護児童対策地域協議会調整機関の調整担当者研修　兼 大阪府市町村

児童家庭相談担当者スキルアップ研修において、支援者に対してヤングケアラーに

ついて周知。

1,9059千円の一

部

府内市町村児童

家庭相談担当者
R7.6.24 参加者67人 1,905千円

府内市町村児童家庭

相談担当者
R7.6.13 参加者61名 〇 福祉部

子ども家庭局家庭支

援課

27 LINE相談窓口の設置

府内在住の子どもおよび保護者を対象に、家庭での不安や子育ての悩みなどを

気軽に相談してもらうため、大阪市・堺市と共同で国が開設したLINEアカウントを

活用した「親子のための相談LINE」を設置し、ヤングケアラーが背景にある相談を

受けた際には対応。

38,381千円の一

部

府内在住の子ども

及び保護者
令和7年度 ー 15,270千円

府内在住の子ども及び

保護者
令和7年度 － 〇 福祉部

子ども家庭局家庭支

援課

28 子どもに関する相談の実施

18歳未満の子どもに関わるさまざまな相談を受ける「大阪府子ども家庭センター」

や市町村の児童福祉主管課等の相談窓口等において、それぞれの子どもに適し

た支援を行うことができるよう、その問題に応じた支援機関へつなぎを実施。

－ 随時 － 随時 － － －

18歳未満の子どもに

関わるさまざまな相談

を受ける「大阪府子ど

も家庭センター」におい

て、それぞれの子どもに

適した支援を行うことが

できるよう、その問題に

応じた情報提供や支

援機関の紹介などを

行った。

〇 福祉部
子ども家庭局家庭支

援課

29
飲酒防止教育普及研修の実

施

未成年者の飲酒防止教育のための教材を使用して授業を実施する教職員等が

授業前に読む別冊資料において、子どもがおかれているつらい状況の説明や教職

員等の対応の心構えについて記載し、この教材の使用方法について学ぶための研

修を実施。

919千円の内数

保健所、保健セン

ター、小・中・高等

学校、支援学校の

教職員、教育関

係者

R7.8.6 １回 94,140

保健所、保健セン

ター、中・高等学校の

職員、教育関係者

8月6日

精神科医や相談員に

よる依存症の基礎知

識や飲酒防止教育の

教材の活用方法、当

事者による体験談、グ

ループワーク。

19名

〇 健康医療部
こころの健康総合セ

ンター



予算額 対象者 スケジュール 実績見込 予算執行額 対象者
スケジュール

（実施日等）

実施内容

（参加人数等）

項目名 具体的取組内容

R7調査時回答

担当部局 担当室課

実績報告 評価理由

（△・×の場合のみ記

入）

自己評価

（〇・△・×）

30
依存症予防教育教職員研修

の実施

教職員等が使用する高校生向けの依存症予防教育ための教材を使用して授業

を実施する教職員等が授業前に読む解説書において、子どもがおかれているつら

い状況の説明や教職員等の対応の心構えについて記載し、この教材の活用方法

について学ぶための研修を実施。

318千円

大阪府内の高等

学校、支援学校

高等部、高等専

修学校、大学等の

教職員

①R7.7.9

②未定
２回 363,180

大阪府内の高等学

校、支援学校高等

部、高等専修学校、

大学等の教職員等

①７月９日

②８月21日～

10月31日（オンデマンド）

③12月12日

④２月５日～

3月16日（オンデマンド）

精神科医・医師や相

談員による依存症の基

礎知識や依存症予防

啓発ツールの活用方

法、当事者による体験

談、養護教諭による実

践報告、グループワー

ク。

①26名

②オンデマンド55名

③30名

④オンデマンド128名

〇 健康医療部
こころの健康総合セ

ンター

31
依存症予防教育出前授業の

実施

府内の高等学校生徒に対して、依存症に関する基礎知識や予防方法、相談で

きることなどを内容に盛り込んだ授業を実施。
465千円

大阪府立高等学

校、支援学校高

等部、私立高等

学校、国立高等

学校、堺市立・東

大阪市立・岸和田

市立の各高等学

校、大阪公立大

学工業高等専門

学校

随時 未定 22,500

大阪府立高等学校・

支援学校高等部、私

立高等学校、国立高

等学校、堺市立・東大

阪市立・岸和田市立

の各高等学校、大阪

公立大学工業高等専

門学校 等

７月16日

11月11日

12月24日

１月29日

相談員による、依存症

に関する基礎知識や

予防方法、ストレスマ

ネジメント等に関する講

義、当事者による体験

談。

４校

計1,354名

〇 健康医療部
こころの健康総合セ

ンター

32
精神保健福祉業務従事者研

修「ベーシック研修A」

地域福祉課が実施するヤングケアラー支援に関する研修等への講師派遣事業を

活用し、精神保健福祉業務従事者研修「ベーシック研修A」において、ヤングケア

ラーについて見識がある講師を迎え、講義を実施予定。

ー

大阪府保健所、こ

ころの健康総合セ

ンター、中核市保

健所・保健センター

等において新規に

精神保健福祉業

務に従事するケー

スワーカー、保健

師、臨床心理技

術者等（従事年

数が1年未満の

者）

7月11日 16
57500(ヤングケアラー

に関する支出なし）

大阪府保健所、こころ

の健康総合センター、

中核市保健所・保健

センター等において新

規に精神保健福祉業

務に従事するケース

ワーカー、保健師、臨

床心理技術者等（従

事年数が1年未満の

者）

7月11日 17名 〇 健康医療部
こころの健康総合セ

ンター

33
精神保健福祉業務従事者研

修「ベーシック研修B」

地域福祉課が実施するヤングケアラー支援に関する研修等への講師派遣事業を

活用し、精神保健福祉業務従事者研修「ベーシック研修B」において、ヤングケア

ラーについての講義動画を配信する。

ー

大阪府内（大阪

市と堺市を除く）

の市町村の精神

保健福祉業務・自

殺対策業務担当

者及び精神科医

療機関、相談支

援事業所、障がい

福祉サービス事業

所、障がい者支援

施設、地域活動

支援センター等の

精神障がい者の支

援を行う機関に勤

務するケースワー

カー、保健師、臨

床心理技術者、

作業療法士等

（従事年数が1年

未満の者）

7/1～7/31 100
25000(ヤングケアラー

に関する支出なし）

大阪府内（大阪市と

堺市を除く）の市町村

の精神保健福祉業

務・自殺対策業務担

当者及び精神科医療

機関、相談支援事業

所、障がい福祉サービ

ス事業所、障がい者支

援施設、地域活動支

援センター等の精神障

がい者の支援を行う機

関に勤務するケース

ワーカー、保健師、臨

床心理技術者、作業

療法士等（従事年数

が1年未満の者）

7/1～7/31 129名 〇 健康医療部
こころの健康総合セ

ンター



予算額 対象者 スケジュール 実績見込 予算執行額 対象者
スケジュール

（実施日等）

実施内容

（参加人数等）

項目名 具体的取組内容

R7調査時回答

担当部局 担当室課

実績報告 評価理由

（△・×の場合のみ記

入）

自己評価

（〇・△・×）

34 スキルアップ研修（TIC)
当センターが主催するスキルアップ研修において、ヤングケアラーに関する情報提供

を実施し、認知度向上を図る。
ー

府保健所、こころ

の健康総合セン

ター、中核市保健

所・保健センター等

の精神保健福祉

担当職員

大阪府内（大阪

市と堺市を除く）

の市町村（障がい

福祉担当、自殺

対策担当）、精

神科医療機関、

相談支援事業

所、障がい福祉

サービス事業所、

障がい者支援施

設、地域活動支

援センター等の職

員（医師、看護

師、精神保健福

祉士等社会福祉

職、保健師、心理

士、作業療法士

等が対象。）

9月8日 50
5500(ヤングケアラーに

関する支出なし）

府保健所、こころの健

康総合センター、中核

市保健所・保健セン

ター等の精神保健福

祉担当職員

大阪府内（大阪市と

堺市を除く）の市町村

（障がい福祉担当、

自殺対策担当）、精

神科医療機関、相談

支援事業所、障がい

福祉サービス事業所、

障がい者支援施設、

地域活動支援センター

等の職員（医師、看

護師、精神保健福祉

士等社会福祉職、保

健師、心理士、作業

療法士等が対象。）

9月8日 39名 〇 健康医療部
こころの健康総合セ

ンター

35

令和7年度自殺対策研修

（J-1）

「大阪府版ゲートキーパー養

成研修」テキスト講習会、「こ

ころの健康について考えよう！

（SOSの出し方教育）」テキ

スト講演会

当センターが主催する自殺対策研修において、ヤングケアラーに関する情報提供

を実施し、認知度向上を図る。
ー

府保健所・中核市

保健所の精神保

健福祉業務担当

職員

府内市町村（大

阪市・堺市を除

く）の自殺対策担

当職員

市町村ゲートキー

パー養成研修受

託事業所職員 等

5月12日 76 ー

府保健所・中核市保

健所の精神保健福祉

業務担当職員

府内市町村（大阪

市・堺市を除く）の自

殺対策担当職員

市町村ゲートキーパー

養成研修受託事業所

職員 等

5月12日 76名 〇 健康医療部
こころの健康総合セ

ンター

36

令和7年度自殺対策研修

（J-３）

「若年層向け電話相談対応

研修」

当センターが主催する自殺対策研修において、ヤングケアラーに関する情報提供

を実施し、認知度向上を図る。
ー

大阪府内（大阪

市・堺市を除く）

の保健所・保健セ

ンター、市町村の

保健・福祉関係部

署で、精神保健福

祉業務を含む相

談支援業務に従

事する職員

大阪府内の高・中

等教育学校・支援

学校（大阪市立・

堺市立を除く）、

大学、専修・各種

専門学校等、教

育機関の職員

8月5日 43

80820（ヤングケア

ラーに関する支出な

し）

大阪府内（大阪市・

堺市を除く）の保健

所・保健センター、市

町村の保健・福祉関

係部署で、精神保健

福祉業務を含む相談

支援業務に従事する

職員

大阪府内の高・中等

教育学校・支援学校

（大阪市立・堺市立

を除く）、大学、専修・

各種専門学校等、教

育機関の職員

8月5日 43名 〇 健康医療部
こころの健康総合セ

ンター



予算額 対象者 スケジュール 実績見込 予算執行額 対象者
スケジュール

（実施日等）

実施内容

（参加人数等）

項目名 具体的取組内容

R7調査時回答

担当部局 担当室課

実績報告 評価理由

（△・×の場合のみ記

入）

自己評価

（〇・△・×）

37
自殺対策研修（Ｊ-5）自

死遺児相談従事者養成研修

当センターが主催する自殺対策研修において、ヤングケアラーに関する情報提供

を実施し、認知度向上を図る。
ー

大阪府内（堺市

を除く）の保健

所・保健福祉セン

ター、市町村の保

健・福祉関係部署

等で精神保健福

祉業務を含む相

談支援業務に従

事する職員

大阪府内（堺市

立を除く）の小学

校・中学校、高等

学校、支援学校、

大学、専修・各種

学校等教育機関

の職員

大阪府内の精神

科医療機関（病

院、診療所）の職

員

大阪府子ども家庭

センターの職員

11月28日 ー

99028（ヤングケア

ラーに関する支出な

し）

大阪府内（堺市を除

く）の保健所・保健福

祉センター、市町村の

保健・福祉関係部署

等で精神保健福祉業

務を含む相談支援業

務に従事する職員

大阪府内（堺市立を

除く）の小学校・中学

校、高等学校、支援

学校、大学、専修・各

種学校等教育機関の

職員

大阪府内の精神科医

療機関（病院、診療

所）の職員

大阪府子ども家庭セン

ターの職員

11月28日 91名 〇 健康医療部
こころの健康総合セ

ンター

38
自殺対策研修（Ｊ-6）若

年層自殺未遂者支援研修

当センターが主催する自殺対策研修において、ヤングケアラーに関する情報提供

を実施し、認知度向上を図る。
ー

大阪府内（堺市

を除く）の保健

所・保健福祉セン

ター、市町村の保

健・福祉関係部署

等で精神保健福

祉業務を含む相

談支援業務に従

事する職員

大阪府内（堺市

立を除く）の小学

校・中学校、高等

学校、支援学校、

大学、専修・各種

学校等教育機関

の職員

大阪府内の精神

科医療機関（病

院、診療所）の職

員

1月29日 ー

92028（ヤングケア

ラーに関する支出な

し）

大阪府内（堺市を除

く）の保健所・保健福

祉センター、市町村の

保健・福祉関係部署

等で精神保健福祉業

務を含む相談支援業

務に従事する職員

大阪府内（堺市立を

除く）の小学校・中学

校、高等学校、支援

学校、大学、専修・各

種学校等教育機関の

職員

大阪府内の精神科医

療機関（病院、診療

所）の職員

1月29日 78名 〇 健康医療部
こころの健康総合セ

ンター

39
OSAKAしごとフィールド関係

職員研修の実施

OSAKAしごとフィールドで就業支援を担う職員を対象に、ヤングケアラーについて

の研修を実施。地域福祉課が実施するヤングケアラー支援に関する研修等への

講師派遣事業を活用

ー
OSAKAしごと

フィールド職員
R7.9.29 受講者数：25人程度 ー

OSAKAしごとフィールド

職員
令和7年9月29日 受講者数：20名 〇 商工労働部

雇用推進室

就業促進課

40 私立学校への周知
ヤングケアラーへの対応に関し、私立学校に周知すべき事項等が国から示された

際、府内私立学校に周知。
ー 私立学校教職員 随時 ー 私立学校教職員 2025/6/27 〇 教育庁 私学課

41

令和７年度府立学校ヤング

ケアラー支援研修（オンデマン

ド）の実施

ヤングケアラーに対する教職員の理解を促進し、学校の早期発見力を向上させる

とともに、各学校の支援体制の充実に資する。
―

府立学校教職員

SSWSV

SSW

CC

実施予定 ―

府立学校教職員

SSWSV

SSW

CC

令和７年10月３日～令和８

年３月31日

オンデマンド動画視聴

（5110回再生数）
〇 教育庁

教育振興室高等学

校課

42
スクールソーシャルワーカー

（SSW）向け研修の実施

府立学校に配置しているスクールソーシャルワーカー（SSW）や担当教員を対象

に、ヤングケアラーをテーマにした研修を実施（年３回）
― SSW

①令和７年４月３日

②令和７年10月16日

③オンデマンド

約150名
SSW

教員

①令和7年4月3日

②令和7年10月16日

③令和8年1月(オンデマンド)

①②講義　(のべ150

名)

③オンデマンド

〇 教育庁
教育振興室高等学

校課

43
スクールカウンセラー（SC）向

け研修の実施

府立学校に配置しているスクールカウンセラー（SC）や担当教員を対象に、ヤン

グケアラーを盛り込んだ研修を実施（年２回）。
―

SC

府立学校教職員

①令和７年４月2日

②令和７年10月28日
約200名×２回

SC

府立学校教職員

①令和７年４月2日

②令和７年10月28日

①210名

②210名
〇 教育庁

教育振興室高等学

校課

44
市町村担当指導主事向け研

修の実施

市町村担当指導主事等を対象とし、所管する学校等での理解が進むようヤング

ケアラーに関する内容についての研修を実施。
－

市町村担当指導

主事
令和7年4月 参加者40人 － 市町村担当指導主事 令和7年4月16日 参加者46人 〇 教育庁 小中学校課



予算額 対象者 スケジュール 実績見込 予算執行額 対象者
スケジュール

（実施日等）

実施内容

（参加人数等）

項目名 具体的取組内容

R7調査時回答

担当部局 担当室課

実績報告 評価理由

（△・×の場合のみ記

入）

自己評価

（〇・△・×）

45
スクールソーシャルワーカー

（SSW）向け研修の実施

市町村が雇用しているスクールソーシャルワーカー（SSW）や市町村担当指導

主事を対象に、ヤングケアラーや児童虐待に係る内容を盛り込んだ研修を実施。
－

市町村雇用の

SSW

市町村担当指導

主事

令和7年6月 参加者100人 －
市町村雇用のSSW

市町村担当指導主事
令和7年6月2日 参加者103人 〇 教育庁 小中学校課

46
スクールカウンセラー（SC）向

け研修の実施

小中学校に配置しているスクールカウンセラー及び市町村担当指導主事を対象と

し、ヤングケアラーを盛り込んだ研修を実施。
－

府雇用SC

市町村担当指導

主事

令和7年9月予定 参加者320人 －
府雇用SC

市町村担当指導主事
令和7年9月19日・20日 参加者329人 〇 教育庁 小中学校課

47
市町村担当指導主事向け研

修の実施

市町村担当指導主事を対象に、ヤングケアラーに係る内容を盛り込んだ研修を

実施。
－

市町村担当指導

主事
令和7年10月予定 参加者40人 － 市町村担当指導主事 2025/11/14 参加者46人 〇 教育庁 小中学校課

48
児童・生徒支援コーディネー

ター向け研修の実施

小中学校の生徒指導を担当する教員（児童・生徒支援コーディネーター）を対

象とし、ヤングケアラーを盛り込んだ研修を実施。
－ 市町村担当教員 令和7年11月予定 参加者350人 － 市町村担当教員 2025/11/12 参加者507人 〇 教育庁 小中学校課

49
スクールソーシャルワーカー

（SSW）向け研修の実施

市町村が雇用しているスクールソーシャルワーカー（SSW）や市町村担当指導

主事を対象に、ヤングケアラーやCSWに係る内容を盛り込んだ研修を実施。
－

市町村雇用の

SSW

市町村担当指導

主事

令和8年3月予定 参加者100人 －
市町村雇用のSSW

市町村担当指導主事
令和8年3月4日 参加者80人 〇 教育庁 小中学校課

50
訪問型家庭教育支援に関わ

る方への研修の実施

訪問型家庭教育支援に関わる方への研修（訪問型家庭教育支援情報交換

会）において、ヤングケアラーに関する情報提供を実施。

訪問型家庭教育

支援に関わる方
令和７年12月頃 １回・30名程度

訪問型家庭教育支援

に関わる方
2025/11/21（金） 22名 〇 教育庁

市町村教育室

地域教育振興課



2．プラットフォームの構築

全体評価 A

予算額 対象者 スケジュール 実績見込 予算執行額 対象者
スケジュール

（実施日等）

実施内容

（参加人数等）

1

コミュニティソーシャルワーカー

（CSW）とスクールソーシャル

ワーカー（SSW）の連携促

進

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）とスクールソーシャルワーカー（SSW）の

連携や市町村連携について、CSWブロック別連絡協議会等において、事例を参

考にグループワークを行うなど、相互の制度・活動内容の理解の促進を図るととも

に、円滑な連携に向けた顔の見える関係づくりを支援。

－

CSW、SSW、市

町村職員、市町

村担当指導主事

等

令和8年3月5日 参加者170人程度 ー

CSW、SSW、市町村

職員、市町村担当指

導主事等

令和8年3月4日

SSWとCSWの連携に

関する講義及びグルー

プワーク等

参加人数：130人

〇
福祉部

教育庁

地域福祉推進室

地域福祉課

市町村教育室

小中学校課

2
市町村ヤングケアラー支援担

当課長会議の開催

大阪府からの情報共有に加え、市町村職員等と民間支援団体の意見交換会

を実施するとともに、市町村の相談窓口や取組等に係るアンケート調査を行い、

調査結果を情報共有する。

6,398千円の一

部

市町村担当課長

等
令和7年8月22日 1回 6,398千円の一部 市町村担当課長等 令和7年8月22日 １回 〇 福祉部

子ども家庭局青少年

支援課

担当部局 担当室課項目名 具体的取組内容

R7調査時回答 実績報告
自己評価

（〇・△・×）

評価理由

（△・×の場合のみ記

入）

自己評価の基準

〇：達成（事業・取組の目的や効果が達成できたもの）

△：一部達成（事業・取組の目的や効果の一部が達成できたもの）

×：達成できず（計画していた事業・取組が実施できなかった場合など）



３．支援策の充実

全体評価 A

予算額 対象者 スケジュール 実績見込 予算執行額 対象者
スケジュール

（実施日等）

実施内容

（参加人数等）

1

大阪府福祉基金「地域にお

ける18歳以上のヤングケア

ラー支援事業」の実施

大阪府福祉基金を活用し、具体的な支援の中心的役割を果たすことが期待さ

れる市町村での居場所づくりのモデルとなるよう18歳以上のヤングケアラー支援を

行う団体へ助成する。

40,641千円

（交付決定額）

大阪府内で社会

福祉活動を行って

いる営利を目的と

しない団体

令和7年4月～

令和8年3月
9団体へ助成

39,325千円（精算

額）

大阪府内で社会福祉

活動を行っている営利

を目的としない団体

令和７年４月～

令和８年３月
９団体へ助成 〇 福祉部

子ども家庭局青少

年支援課

2
ピアサポート事業「大阪府ヤン

グケアラー相談」の実施

主に大阪府内に在住・在学・在勤の18歳以上のヤングケアラー又はもとヤングケ

アラーの方を対象として、家族のケアをしてきた経験を持つピアスタッフ等による相

談窓口の設置やオンラインサロンを開催する。

6,398千円の一

部

主に大阪府内に

在住・在学・在勤

の18歳以上のヤ

ングケアラー又はも

とヤングケアラーの

方

通年

相談窓口の設置、オンラ

インサロンの開催、各種サ

ポート（役に立つ制度や

サービスの紹介、同行支

援、ライフキャリア・サポー

ト）の実施

6,398千円の一部

主に大阪府内に在住・

在学・在勤の18歳以

上のヤングケアラー又は

もとヤングケアラーの方

通年

相談窓口の設置、オン

ラインサロンの開催、各

種サポート（役に立つ

制度やサービスの紹

介、同行支援、ライフ

キャリア・サポート）の

実施

〇 福祉部
子ども家庭局青少

年支援課

3
難病患者の療養生活支援に

おける家族支援

保健所等の関係機関が難病患者の療養生活を支援する中で、介護者の療養

生活上の問題を確認した際には、その介護者が適切な支援に繋がることができる

よう、関係機関との連携を促進。

-
難病患者の介護

者
通年 集計不能 難病患者の介護者 通年 集計不能 〇 健康医療部

保健医療室

地域保健課

4
小児慢性特定疾患児のきょう

だい支援

府保健所において、小児慢性特定疾病児のきょうだいに関する保護者からの相

談への対応や小児慢性特定疾病児のきょうだいを対象とした交流会の開催等を

実施（各保健所の状況に合わせ実施）

－ － 未定 未定 －

小児慢性特定疾病児

のきょうだい、きょうだい

に関する相談のある保

護者、関係者

・相談：随時

・交流会：2回

・相談：集計なし

・交流会：18人
〇 健康医療部

保健医療室地域保

健課

5
未内定卒業生等への就職支

援

OSAKAしごとフィールドにおいて、就職を希望する方に対するカウンセリングやセミ

ナー等を通じて就業支援を実施（就職支援希望カード）
ー

未内定卒業者

中退者
通年 － ー

未内定卒業者

中退者
通年 就職者数　4人 △

対象者の就職達成が

一部に留まったため
商工労働部

雇用推進室

就業促進課

6 生徒の居場所づくり
若者に対する進路支援や福祉的な支援の実績を持ったNPO団体等に運営を

委託し、府立高校15校にいわゆる「居場所」を設置。
10,378千円 府立高校生 各校に応じて異なる ― 10,905千円 府立高校生

各校に応じて異な

る

課題の早期発見

（のべ8746人）
〇 教育庁

教育振興室高等学

校課

7

拠点校スクールソーシャルワー

カー（拠点校SSW）、スクー

ルソーシャルワーカー

（SSW）及びスクールソー

シャルワーカー・スーパーバイ

ザー（SSWSV）の配置

府立学校７校にスクールソーシャルワーカー拠点校を設置するとともに、府立学

校34校にスクールソーシャルワーカー（SSW）を配置し、生徒支援体制の充実

を促進。

59,267千円 府立高校生 ・拠点校型はSSWが週４日間（１日につき７時間）拠点校に勤務し、周辺校に巡回訪問 ・配置校型は年間12回～34回（１回につき６時間）各校をSSWが訪問 ・SSWSV巡回校はSSWSVが定期訪問を実施― 59,267千円 府立高校生

・拠点校型は

SSWが週４日間

（１日につき７時

間）拠点校に勤

務し、周辺校に巡

回訪問

・配置校型は年

間12回～34回

（１回につき６時

間）各校をSSW

が訪問

・SSWSV巡回校

はSSWSVが定期

訪問と臨時相談

を実施

課題の早期発見

のべ3138人
〇 教育庁

教育振興室高等学

校課

8
スクールカウンセラー（SC）の

配置

全府立高校にスクールカウンセラー（SC）を配置し、生徒支援体制の充実を促

進。
55,877千円 府立高校生

年間10回（１回につき6

時間）各校をSCが訪問
55,877千円 府立高校生

原則年間10回

（１回につき6時

間）各校にSCを

配置

実支援人数 2832人 〇 教育庁
教育振興室高等学

校課

9
スクールカウンセラー（SC）の

配置

政令市を除く全中学校へのスクールカウンセラー（SC）の配置に加え、令和6

年度より政令市を除く全小学校への定期的な配置を実施。

596,011千円

（国補助含む）

府内市町村（政

令除く）
令和7年度間

府内全小中学校（政令

市除く）
585,197千円 府内市町村 令和7年度間

府内全小中学校

（政令市除く）
〇 教育庁 小中学校課

10
スクールソーシャルワーカー

（SSW）の配置

政令市・中核市を除く全中学校区にスクールソーシャルワーカー（SSW）を１

名配置できるよう、各市町村に対し補助を実施。

75,233千円

（国補助含む）

府内市町村

（政令・中核除

く）

令和7年度間 34市町村 66,294千円 府内市町村 令和7年度間

府内各市町村

（政令市・中核市除

く）

〇 教育庁 小中学校課

11
早期発見・対応に向けた生

徒指導体制の構築

いじめや虐待等、深刻化する可能性のある事案に対して早期発見・対応を行う

市町村のチーム体制強化等への支援。

深刻な事案については、府よりスクールカウンセラースーパーバイザー（SCSV）、

スクールソーシャルワーカースーパーバイザー（SSWSV）、スクールロイヤー

（SL）、校長OB等で構成される緊急支援チームを市町村・学校に派遣。

13,749千円

（国補助含む）

府内市町村（政

令除く）
令和7年度間 41市町村 	11,509千円 府内市町村 令和7年度間

府内各市町村

（政令市除く）
〇 教育庁 小中学校課

担当部局 担当室課項目名 具体的取組内容

R7調査時回答 実績報告
自己評価

（〇・△・×）

評価理由

（△・×の場合のみ記

入）

〇：達成（事業・取組の目的や効果が達成できたもの）

△：一部達成（事業・取組の目的や効果の一部が達成できたもの）

×：達成できず（計画していた事業・取組が実施できなかった場合など）



4．その他

全体評価 A

予算額 対象者 スケジュール 実績見込 予算執行額 対象者
スケジュール

（実施日等）

実施内容

（参加人数等）

1
ヤングケアラー支援関係課長

会議

大阪府におけるヤングケアラー支援に向けた取組みを総合的に推進するための庁

内会議
131千円

ヤングケアラー支援

関係会議構成課

長

令和７年12月頃（予

定）
30名程度 17千円

ヤングケアラー支援関

係会議構成課長
令和７年12月 36名 〇 福祉部

子ども家庭局も青少

年支援課

2 実態把握
府立高校において、ヤングケアラーの適切な支援に向け、生活実態や支援ニーズ

等を把握するため、すべての生徒を対象にしたアンケート調査を依頼。
― 府立高校生 令和７年６月 ― ー 府立高校生

令和７年４月～

６月

アンケート回答

（約8.7万人）
〇 教育庁

教育振興室高等学

校課

3 実態把握

府立支援学校においては、ヤングケアラーの適切な支援に向け、該当する児童

生徒等について、学校で把握している生活実態や支援ニーズ等について、全ての

教員を対象にアンケート調査を実施する。

ー
府立支援学校の

全ての教員

9月に各校にアンケートを配

付し、9月末に各校から提

出。

調査期間：9月中

調査は１回実施予定 ー
府立支援学校の全て

の教員

８月に各校にアン

ケートを配付し、

９月末に各校から

提出。

調査期間：９月

中

調査を実施した47校

中24校からヤングケア

ラーとして該当者ありと

回答。

〇 教育庁
教育振興室支援教

育課

4 実態把握

大学等に通いながら家族のケアを行っているヤングケアラーの状況を把握し、本府

における今後の施策展開に活用していくために、大学・短期大学の学生相談・就

職相談を行う部門の担当職員を対象としてアンケート調査を実施する。

ー

大学・短期大学の

学生相談・就職

相談を行う部門の

担当職員

令和８年１月 ― ー

大学・短期大学の学

生相談・就職相談を

行う部門の担当職員

令和８年１月

39校からの回答あり

令和８年３月に府

HPに結果を公表。

〇 福祉部
子ども家庭局も青少

年支援課

担当部局 担当室課項目名 具体的取組内容

R7調査時回答 実績報告
自己評価

（〇・△・×）

評価理由

（△・×の場合のみ記

入）

〇：達成（事業・取組の目的や効果が達成できたもの）

△：一部達成（事業・取組の目的や効果の一部が達成できたもの）

×：達成できず（計画していた事業・取組が実施できなかった場合など）


